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 佐賀県道路交通法施行細則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の施行に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  令和４年９月30日 

                                     佐賀県公安委員会委員長  牛  島  英  人    

 佐賀県公安委員会規則第８号 

   佐賀県道路交通法施行細則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の施行に関する規則の一部を改正する規則 

（佐賀県道路交通法施行細則の一部改正） 

第１条 佐賀県道路交通法施行細則（昭和35年佐賀県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（緊急自動車の指定等） （緊急自動車の指定等） 

第６条 令第13条第１項の規定による緊急自動車の指定の申請は、

緊急自動車指定申請書（別記様式第２号）を公安委員会に提出し

て行うものとする。 

２ 公安委員会は、前項の申請に基づき、緊急自動車の指定をした

ときは、当該申請者に緊急自動車指定証（別記様式第２号の２。

以下「指定証」という｡）を交付するものとする。 

３ 略 

４ 指定証の交付を受けた者は、指定証の記載事項に変更を生じた

ときは、緊急自動車指定証記載事項変更届（別記様式第２号の

３）により、速やかに公安委員会に届け出て、指定証に変更に係

る事項の記載を受けなければならない。 

５ 指定証の交付を受けた者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損

し、又は破損したときは、緊急自動車指定証再交付申請書（別記

様式第２号の４）により、指定証の再交付を受けなければならな

い。 

６ 略 

第６条 令第13条第１項の規定による緊急自動車の指定の申請は、

緊急自動車指定申請書（様式第２号）を公安委員会に提出して行

うものとする。 

２ 公安委員会は、前項の申請に基づき、緊急自動車の指定をした

ときは、当該申請者に緊急自動車指定証（様式第２号の２。以下

「指定証」という｡）を交付するものとする。 

３ 略 

４ 指定証の交付を受けた者は、指定証の記載事項に変更を生じた

ときは、緊急自動車指定証記載事項変更届（様式第２号の３）に

より、速やかに公安委員会に届け出て、指定証に変更に係る事項

の記載を受けなければならない。 

５ 指定証の交付を受けた者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損

し、又は破損したときは、緊急自動車指定証再交付申請書（様式

第２号の４）により、指定証の再交付を受けなければならない。 

 

６ 略 

（緊急自動車の届出） （緊急自動車の届出） 

第６条の３ 令第13条第１項の規定による緊急自動車の届出は、緊 第６条の３ 令第13条第１項の規定による緊急自動車の届出は、緊
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改正前 改正後 

急自動車届出書（別記様式第２号）を公安委員会に届け出て行う

ものとする。 

２ 公安委員会は、前項の届出書を受理したときは、当該届出者に

緊急自動車届出確認証（別記様式第２号の２。以下「届出確認

証」という｡）を交付するものとする。 

３ 略 

４ 届出確認証の交付を受けた者は、届出確認証の記載事項に変更

を生じたときは、緊急自動車届出確認証記載事項変更届（別記様

式第２号の３）により、速やかに公安委員会に届け出て、届出確

認証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。 

５ 届出確認証の交付を受けた者は、届出確認証を亡失し、滅失

し、汚損し、又は破損したときは、緊急自動車届出確認証再交付

申請書（別記様式第２号の４）により、届出確認証の再交付を受

けなければならない。 

６ 略 

急自動車届出書（様式第２号）を公安委員会に届け出て行うもの

とする。 

２ 公安委員会は、前項の届出書を受理したときは、当該届出者に

緊急自動車届出確認証（様式第２号の２。以下「届出確認証」と

いう｡）を交付するものとする。 

３ 略 

４ 届出確認証の交付を受けた者は、届出確認証の記載事項に変更

を生じたときは、緊急自動車届出確認証記載事項変更届（様式第

２号の３）により、速やかに公安委員会に届け出て、届出確認証

に変更に係る事項の記載を受けなければならない。 

５ 届出確認証の交付を受けた者は、届出確認証を亡失し、滅失

し、汚損し、又は破損したときは、緊急自動車届出確認証再交付

申請書（様式第２号の４）により、届出確認証の再交付を受けな

ければならない。 

６ 略 

（自動車の運転管理に関する教習） （自動車の運転管理に関する教習） 

第11条の４ 規則第９条の９第１項第２号に規定する公安委員会の

行う自動車の運転の管理に関する教習を受けようとする者は、教

習申請書（別記様式第４号の７）を公安委員会に提出しなければ

ならない。 

２ 公安委員会は、前項の教習を修了した者に対し、教習修了証書

（別記様式第４号の８）を交付するものとする。 

第11条の４ 規則第９条の９第１項第２号に規定する公安委員会の

行う自動車の運転の管理に関する教習を受けようとする者は、教

習申請書（様式第４号の７）を公安委員会に提出しなければなら

ない。 

２ 公安委員会は、前項の教習を修了した者に対し、教習修了証書

（様式第４号の８）を交付するものとする。 

（認定の申請等） （認定の申請等） 

第11条の５ 規則第９条の９第１項第２号又は同条第２項第２号の

規定による公安委員会の認定を受けようとする者は、安全運転管

理者資格認定申請書又は副安全運転管理者資格認定申請書（別記

様式第４号の９）を公安委員会に提出しなければならない。 

第11条の５ 規則第９条の９第１項第２号又は同条第２項第２号の

規定による公安委員会の認定を受けようとする者は、安全運転管

理者資格認定申請書又は副安全運転管理者資格認定申請書（様式

第４号の９）を公安委員会に提出しなければならない。 
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改正前 改正後 

２ 公安委員会は、前項の認定をしたときは、安全運転管理者資格

認定書又は副安全運転管理者資格認定書（別記様式第４号の10）

を交付するものとする。 

２ 公安委員会は、前項の認定をしたときは、安全運転管理者資格

認定書又は副安全運転管理者資格認定書（様式第４号の10）を交

付するものとする。 

（安全運転管理者等の解任命令等） （安全運転管理者等の解任命令等） 

第11条の６ 公安委員会は、法第74条の３第６項の規定による安全

運転管理者等の解任の命令は、安全運転管理者解任命令書又は副

安全運転管理者解任命令書（別記様式第４号の11）を交付して行

うものとする。 

第11条の６ 公安委員会は、法第74条の３第６項の規定による安全

運転管理者等の解任の命令は、安全運転管理者解任命令書又は副

安全運転管理者解任命令書（様式第４号の11）を交付して行うも

のとする。 

 （自動車の使用者に対する是正措置命令） 

 第11条の７ 公安委員会は、法第74条の３第８項の規定による自動

車の使用者に対する是正措置命令は、是正措置命令書（様式第４

号の12）を交付して行うものとする。 

（講習修了証書） （講習修了証書） 

第11条の７ 公安委員会は、法第108条の２第１項第１号に規定す

る講習を修了した者に対し、講習修了証書（別記様式第４号の

12）を交付するものとする。 

第11条の８ 公安委員会は、法第108条の２第１項第１号に規定す

る講習を修了した者に対し、安全運転管理者講習修了証書又は副

安全運転管理者講習修了証書（様式第４号の13）を交付するもの

とする。 

（免許及び運転経歴証明書に関する申請等） （免許及び運転経歴証明書に関する申請等） 

第15条の２ 法第６章の規定による自動車及び原動機付自転車の免

許及び運転経歴証明書に関する公安委員会への申請等は、別表第

２に定めるところにより運転免許課長、運転免許試験場長、警察

署長又は幹部派出所長を経由して行わなければならない。 

第15条の２ 法第６章の規定による自動車及び原動機付自転車の免

許及び運転経歴証明書に関する公安委員会への申請等は、別表第

２に定めるところにより運転免許課長又は警察署長を経由して行

わなければならない。 

（臨時適性検査等の通知） （臨時適性検査等の通知） 

第22条 法第102条第１項から第４項までに規定する医師の診断書

の提出命令は、診断書提出命令書（基準該当者用）（様式第８

号）によって行う。 

第22条 法第102条第１項から第３項までに規定する医師の診断書

の提出命令は、診断書提出命令書（様式第８号）によって行い、

同条第４項に規定する医師の診断書の提出命令は、診断書提出命
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改正前 改正後 

 

２ 法第102条第６項に規定する通知は、臨時適性検査通知書（基

準該当者用）（様式第８号の２）又は臨時適性検査通知書（基準

該当者及び国際運転免許既得者以外の者用）（様式第８号の３）

によって行う。 

３ 法第107条の４第１項に規定する通知は、臨時適性検査通知書

（国際運転免許既得者用）（様式第８号の５）によって行う。 

４ 法第90条第８項及び法第103条第６項に規定する適性検査の受

検命令又は医師の診断書の提出命令は、適性検査受検命令書（様

式第８号の６）又は診断書提出命令書（基準該当者以外の者用）

（様式第８号の７）によって行う。 

令書（様式第８号の２）によって行う。 

２ 法第102条第６項に規定する通知は、臨時適性検査通知書（様

式第８号の３）又は臨時適性検査通知書（様式第８号の４）によ

って行う。 

 

３ 法第107条の４第１項に規定する通知は、臨時適性検査通知書

（様式第８号の５）によって行う。 

４ 法第90条第８項及び法第103条第６項に規定する適性検査の受

検命令又は医師の診断書の提出命令は、適性検査受検命令書（様

式第８号の６）又は診断書提出命令書（様式第８号の７）によっ

て行う。 

附 則 附 則 

１・２ 略 １・２ 略 

３ 法附則第３条第３項の規定による審査を受けようとする者は、

運転免許条件変更申請書（別記様式第８号）を公安委員会に提出

しなければならない。 

 

別表第２（第15条の２関係） 

申請等の事項 区分 申請書等の提出先 

１ 法第91条の規定

により免許に付さ

れている条件又は

限定の解除又は変

更の申請 

 略 運転免許試験場 

 

 略 運転免許課（運転

免許センター）又

は住所地を管轄す

る警察署（幹部派

出所を含む｡） 

 

２ 法第94条第１項  略 

別表第２（第15条の２関係） 

申請等の事項 区分 申請書等の提出先 

１ 法第91条の規定

により免許に付さ

れている条件又は

限定の解除又は変

更の申請 

 略 運転免許課（運転

免許試験場） 

 略 運転免許課（運転

免許センター）又

は免許センターエ

リア外の各警察署

（幹部派出所を含

む｡） 

２ 法第94条第１項  略 
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改正前 改正後 

の規定による記載

事項の変更の届出 

 

 

 

 

 略 

 

 

 

 

 

運転免許課（運転

免許センター）、

運転免許試験場又

は住所地若しくは

当該指定校を管轄

する警察署（幹部

派出所を含む｡） 

 略 運転免許試験場又

は住所地を管轄す

る警察署（幹部派

出所を含む｡） 

 

３ 法第94条第２項

の規定による再交

付の申請 

 略 

指定校での教習を受

けた者に係る仮免許

の場合 

運転免許課（運転

免許センター） 

指定校での教習を受

けていない者に係る

仮免許の場合 

運転免許試験場 

４ 法第97条の２第

２項に規定する本

邦の区域外にある

国又は地域の行政

庁又は権限のある

機関の免許を有す

る者に係る確認の

申請 

 運転免許試験場 

 略 
 

の規定による記載

事項の変更の届出 

 

 

 

 

 略 

 

 

 

 

 

運転免許課（運転

免許試験場）又は

住所地若しくは当

該指定校を管轄す

る警察署（幹部派

出所を含む｡） 

 

 略 運転免許課（運転

免許試験場）又は

住所地を管轄する

警察署（幹部派出

所を含む｡） 

３ 法第94条第２項

の規定による再交

付の申請 

 略 

仮免許の場合 

 

 

 

 

 

運転免許課（運転

免許試験場） 

 

４ 法第97条の２第

３項に規定する本

邦の区域外にある

国又は地域の行政

庁又は権限のある

機関の免許を有す

る者に係る確認の

申請 

 運転免許課（運転

免許試験場） 

 略 
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改正前 改正後 

 備考 

  １・２ 略 

 備考 

  １・２ 略 

  様式第４号の11を次のように改める。 
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様式第４号の11（第11条の６関係） 

第     号 

 

 

安全運転管理者

副安全運転管理者
 解任命令書 

 

 

  住 所 

 

 

               殿 

 

 

 道路交通法第74条の３第６項の規定により、あなたが選任した安全運転管理者等は、

次の理由により解任することを命じます。 

解任命令す

る安全運転

管 理 者 等 

勤 務 先   

職 務 上

の 地 位 
  

氏 名 
 

年  月  日生  

理   由  

年  月  日 

 

佐賀県公安委員会 印  

（教示） 

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に佐賀県公安委員会に対して、審査請求をすることができます。 

また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、佐賀県を

被告として（代表者は佐賀県公安委員会となります｡) この処分の取消しの訴えを提起

することができます。 

なお、処分の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、審査請求に対する裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 
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次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第４号の12（第11条の７関係） 様式第４号の13（第11条の８関係） 

  略   略 

様式第４号の11の次に次の１様式を加える。
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様式第４号の12（第11条の７関係） 

 第    号 

 

是 正 措 置 命 令 書 

                                          

                                                             

                                                         年  月  日 

                  

        殿 

 

                                                  佐賀県公安委員会   印 

  

 

  道路交通法第74条の３第８項の規定により、次の措置をとることを命ずる。 

事 業 所 名 

 

所 在 地 
 

命 令 事 項 

 

 

 

（教示） 

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に佐賀県公安委員会に対して、審査請求をすることができます。 

また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、佐賀県を

被告として（代表者は佐賀県公安委員会となります｡) この処分の取消しの訴えを提起

することができます。 

なお、処分の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、審査請求に対する裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 
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  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第８号（第22条関係） 様式第８号（第22条関係） 

診断書提出命令書（基準該当者用） 

 略 
 

診断書提出命令書 

 略 
 

様式第８号の２（第22条関係） 様式第８号の３（第22条関係） 

臨時適性検査通知書（基準該当者用） 

 略 
  

臨時適性検査通知書 

 略 

 略  略 

様式第８号の３（第22条関係） 様式第８号の４（第22条関係） 

臨時適性検査通知書（基準該当者及び国際運転免許既得者以外

の者用） 

 略 
 

 

臨時適性検査通知書 

 略 

様式第８号の次に次の１様式を加える。
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様式第８号の２（第22条関係） 

診断書提出命令書 

年  月  日  

 

 住 所 

             殿 

佐賀県公安委員会 印  

 

 

   

道路交通法第102条第４項の規定により、下記のとおり、道路交通法施行規則第29条

の３第４項に規定する要件を満たす医師の診断書（専門医又は主治医（かかりつけ

医）が作成した診断書であって、下記診断書の提出を命ずる理由に記載されている病

気等に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているも

の）を提出していただくようお願いします。 

 なお、やむを得ない理由なく診断書を提出しない場合は、 

運転免許 

が拒否される 

が保留される 

が取り消される 

の効力が停止される 

こととなりますので、御注意ください。 

 また、提出された診断書が上記の要件（専門医又は主治医（かかりつけ医）が作成

した診断書であって、下記診断書の提出を命ずる理由に記載されている病気等に該当

しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているもの）を満た

さない場合、上記運転免許の行政処分を行うか、改めて臨時適性検査又は診断書提出

命令を行うこととなりますので、御注意ください。 

記 

  
診断書の提出を命ず

る理由 

    

診断書の提出期限 
  

診断書の提出先 
  

備考 
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次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第８号の５（第22条関係） 様式第８号の５（第22条関係） 

 

臨時適性検査通知書（国際運転免許既得者用） 

 略 
 

臨時適性検査通知書 

 略 

様式第８号の７（第 22 条関係） 様式第８号の７（第 22 条関係） 

 

診断書提出命令書（基準該当者以外の者用） 

 略 
 

診断書提出命令書 

 略 

 略  略 

（自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の施行に関する規則の一部改正） 

第２条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の施行に関する規則（平成14年佐賀県公安委員会規則第６号）の一部を次のように

改正する。 

次の表に掲げる既定の改正部分は、下線のとおりである。 

改正前 改正後 

（佐賀県道路交通法施行細則の規定の読替え適用） （佐賀県道路交通法施行細則の規定の読替え適用） 

第３条 自動車運転代行業者についての細則の次の表の左欄に掲げ

る規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同様の右欄に掲げる字句とする。 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

 略 

第11条の７  略 
 

第３条 自動車運転代行業者についての細則の次の表の左欄に掲げ

る規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同様の右欄に掲げる字句とする。 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

 略 

第11条の８  略 
 

（安全運転管理者等の解任命令等） （安全運転管理者等の解任命令等） 

第４条 略 第４条 略 

 （自動車運転代行業者に対する是正措置命令） 

 第５条 公安委員会は、運転代行業法第19条第１項の規定により読

み替えて適用される法第74条の３第８項の規定による自動車運転
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  別記様式第１号を次のように改める。 

改正前 改正後 

代行業者に対する是正措置命令は、是正措置命令書（別記様式第

２号）を交付して行うものとする。 

（立入検査員の身分を示す証票） （立入検査員の身分を示す証票） 

第５条 運転代行業法第21条第１項の規定により立入検査をする警

察職員の身分を示す同条第３項の証票の様式は、別記様式第２号

のとおりとする。 

第６条 運転代行業法第21条第１項の規定により立入検査をする警

察職員の身分を示す同条第３項の証票の様式は、別記様式第３号

のとおりとする。 
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別記様式第１号（第４条関係） 

 第     号 

  
安 全 運 転 管 理 者

副安全運転管理者
解任命令書 

 

 

住所 

 

 

             殿 

 

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第１項の規定により読み替えて

適用される道路交通法第74条の３第６項の規定により、あなたが選任した安全運転管理

者等は、次の理由により解任することを命じます。 

解 任 命 令 す 

る 安 全 運 転 

管 理 者 等 

勤 務 先   

職 務 上 

の 地 位 
  

氏   名 
 

年  月  日生  

理   由  

年  月  日         

佐賀県公安委員会 印     

 

（教示） 

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に佐賀県公安委員会に対して、審査請求をすることができます。 

また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、佐賀県を

被告として（代表者は佐賀県公安委員会となります｡) この処分の取消しの訴えを提起

することができます。 

なお、処分の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、審査請求に対する裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 
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別記様式第２号を次のように改め、同様式を別記様式第３号とする。 
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別記様式第３号(第６条関係) 

(表) 

 

身 分 証 明 書 

5
.
4
cm
 

  写 真 

  官 職 

 

  氏 名 

 上記の者は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第21条第１項の規

定により立入検査を行う警察職員であることを証明する。 

 

      年  月  日 

 

 

 

佐賀県公安委員会 印   

 

8.56cm   

(裏) 

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(抜粋) 

 

第21条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、自動車運転代行業を営

む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に営業所

の立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させること

ができる。 

２ 略 

３ 前２項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者

に提示しなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解してはならない。 
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別記様式第１号の次に次の１様式を加える。



18 

別記様式第２号（第５条関係） 

 第     号 

  

是 正 措 置 命 令 書 

 

  

年  月  日  

 

殿 

 

佐賀県公安委員会 印  

 

 

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第１項の規定により読み替え

て適用される道路交通法第74条の３第８項の規定により、次の措置をとることを命ず

る。 

事 業 所 名 

 

所 在 地 
 

命 令 事 項 

 

（教示） 

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に佐賀県公安委員会に対して、審査請求をすることができます。 

また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、佐賀県

を被告として（代表者は佐賀県公安委員会となります｡) この処分の取消しの訴えを提

起することができます。 

なお、処分の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、審査請求に対する

裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。
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附 則 

 この規則は、令和４年10月１日から施行する。 


